「商標法（改正稿）」（意見募集稿）に関する説明
　　
国務院からの依頼を受け、国家工商総局は2003年より、「商標法」の3回目の改正に係る作業を行ってきた。6年間にわたり、国家工商総局が実務の面で深く調査・検討を実施し、社会各層の意見を幅広く募集して、専門家・学者の提案を真摯に受け止めた上で修正を重ねた結果、「商標法（改正稿）」（意見募集稿）を完成させた。ここで関連状況を次のとおり説明する。
一、「商標法」改正の必要性

1982年に制定され、1993年および2001年に2回にわたって改正が実施された「商標法」は、商標をめぐる知的財産権のイノベーション、運用、保護、管理や経済・社会の発展促進に重要な役割を果たしてきた。しかし、中国市場経済の発展にともない、日増しに成長していく中国市場経済のニーズに適応できない内容も現れている。
その一は、商標権の帰属確定プロセスが複雑なため、商標権の帰属確定期間が長すぎることである。

その二は、商標登録プロセスに不備があり、当事者の便利かつ迅速な取得が妨げられていることである。

その三は、悪意のある商標登録出願や悪意のある異議申立、悪意のある登録商標譲渡などが時々発生しており、該当権利者の適法な権益に深刻な影響を及ぼしているため、関連法令の更なる整備化により、悪意のある出願行為の撲滅を図る必要があることである。

その四は、現行「商標法」では、行政的執行プロセスについて明確に定めておらず、権利侵害者への処罰力が不十分であるため、商標権侵害、特に「傍名牌」行為は、依然として存在している。
そのため、「商標法」改正の加速化、商標権帰属確定プロセスの簡潔化と整備化、商標専用権および地理的表示に対する保護力の更なる強化、商標代理の監督の強化などを通じて、国内外の商標出願人のためによりよいサービスを提供しながら、商標法の国際水準の実現を図るということは、必要に迫られている。

二、「商標法」改正の過程
国家工商総局は「商標法」の改正作業を極力重視してきている。2003年末、商標法改正指導グループおよびワーキングループを設置し、「審査期間の短縮、権利帰属確定プロセスの整備、保護力の増強、よりよいサービスの提供」という改正目標を確立し、「商標法」改正業務を本格的にスタートさせた。
2004年に入って以来、商標に係る現行規程の整理や、新聞や雑誌に掲載されている専門家・学者による商標法改定に関する意見・提案の整理と分析を実施するほか、集中討議のために大・小規模の会議を10数回開催し、社会各層（全国工商行政管理系列、関連する国内外の知的財産権管轄部門、商標代理機構、関連する中外企業、関連する国際機関、専門家・学者等を含む）に向けて書面の意見募集活動を8回も幅広く進め、「商標法草案意見募集稿」の原案を10数回ほど起案しており、一連の調査活動に取り組んできている。
2008年5月に開催された「商標法」改正・個別研究討論会に、本局の周伯華局長が議長を務め、付双建副局長やほかの総局の幹部も参加しており、その場で、改正の原則や重点についての考え方と認識を統一させた。その後もたび重なった検討により、今回の改正で考えなければならない6つの面の事項をさらに明確にした。即ち、商標権の帰属確定プロセスの簡潔化と整備化、当事者への便宜性、地理的表示の保護強化、商標代理機構の行為の監督強化、馳名商標の認定・保護の適正化、そして商標法の国際水準の実現、である。2008年5月と2009年1月に、国務院法制弁の関連責任者が商標法改定の進捗状況報告を聞いた後、改正について、本局の考え方を認め、肯定した。
改正作業において争議のあった、帰属確定プロセスの簡潔化、悪意登録の規制、馳名商標・地理的表示の保護強化、商標専用権と他の先行権利との衝突の解決などの話題について、3月末に、知的財産権分野で影響力のある専門家・学者を招請し、特別論証の実施や論証報告書の作成を依頼した。
5月には、意見募集会をさらに2回開催し、商標代理機構、企業の代表者、関連する地方工商局、法院系列、関連する専門家や学者から意見と提案を幅広く募集した。これを基にした討議・検討を重ね、現下の「商標法（改正稿）」（意見募集稿）を完成させた。
三、改正の主な状況
現行「商標法」は8章64条から構成される。改正作業の段階で意見募集稿は、もとの法令条文のうち、保留にしたのは26条、修正を施したのは39条、条例からそのまま独立条項の規定内容に昇格したのは9条、新規追加は5条で、計79条となっている。

意見募集稿では、上述したような改正の考え方を中心に展開している。
（一）商標権の帰属確定プロセスの簡潔化と整備化について
現行商標法では、商標をめぐる異議申立て事件について行政二審、司法二審という四審終審制にしているため、異議プロセスの繁雑化や事件の審理期間の長期化などの問題をもたらしている。意見募集稿では、商標をめぐる異議の複審プロセスを取り消し、異議については、商標局による裁定を商標評審委員会による審理に変更するとともに、異議事件が今、年々大幅に増加している状況から、先行権利者と利害関係者だけが相対的な理由に準じた異議申立ができると定め、異議申立人の適格性を特定することで（第四十四条）、不当異議申立行為の抑制を図った。当事者が商標評審委員会による異議裁定を不服とした場合は、直接に人民法院に訴訟を提起するようになり、行政上の審級の低減によって、商標権の帰属確定の大幅な効率向上が図れた。また、商標の登録可能性の専門的事由に関する商標評審委員会による自由裁量権行使の規範化（第四十八条）を図るとともに、「行政訴訟法」の規定を参考に、行政訴訟において人民法院が商標評審委員会の決定もしくは裁定の適法性を審査すると明確に定めた（第五十条）。
（二）商標専用権の保護力および行政監督力の増強について
1、地方工商行政管理部門の職能の明確化
現行「商標法」の総則に、国家工商総局商標局および商標評審委員会の該当職能について記述しており、地方工商局の商標実務面の職能については明確な記述がないものの、商標管理や専用権の保護などのセクションには、地方工商局の法定職責について明確な記載があった。意見募集稿では「専利法」を参考に、県クラス以上の工商行政管理部門が自行政区内の商標管理業務に責任を負うことを明確にし、地方工商局の商標管理に関する法定職責が一層明確になったうえ、別のセクションにおける地方工商局の法定職責との呼応関係を実現した（第二条）。
2、商標権侵害行為への撲滅力の増強
2001年の改正では、工商行政管理部門による商標権侵害行為の取締手段を追加することにより、商標権侵害行為への処罰力を強め、ある程度、商標権侵害行為の効果的な撲滅を図れた。しかし、これらの規定にもまだ不備な箇所がある。意見募集稿では、実施条例や関連する司法解釈で定めた商標権侵害行為の種類の内容追加（第六十二条）や、侵害行為の実施に利用された財産・物品を封印・押収できる（第六十六条）という規定による工商行政管理部門の取締力の増強、商標の使用という概念の明確化により、今では高い注目を浴びているインターネットにおける商標権侵害行為への商標法適用の明確化（第五十一条）、商標権侵害行為の複数回実施への重刑処罰の新規規定（第六十七条）、被侵害者の法定民事賠償額を50万から100万への引き上げ（第六十八条）によって、商標権侵害行為への撲滅力をさらに増強している。

3、侵害事件取締中止プロセスの追加
商標専用権者の適法な権益の保護、商標専用権の保護における地方工商局の執行リスクの低減化を図るため、意見募集稿では、侵害事件取締中止プロセスの新規設定により、審査プロセス若しくは民事訴訟プロセス等の途中にある登録商標に対する保護申立事件の確実な処理を図った（第六十六条）。

4、商標使用許諾行為への管理力の増強
現行法には、商標使用許諾契約の届出を求めているものの、届出の効力や届出のない場合の罰則規定がない等の問題について、意見募集稿では、商標使用許諾で届出のあったものは、第三者に対抗できる効果があると明確に定め（第四十二条）、そして、条例における使用の許諾に係る罰則を法律に昇格する（第五十九条）ことで、商標使用許諾行為に対する工商行政管理部門の管理力の増強を図った。 

（三）地理的表示における保護力の増強について
中国で、商標をめぐる法令制度による地理的表示の保護にスタートを切ったのは1993年だった。2001年改定の「商標法」およびその実施条例に、地理的表示の保護について明確に定めたが、立法スタイルから、地理的表示の具体的な登録や管理の方法は、依然として部門規則で規定されることになっている。地理的表示の登録・管理の権威性を高め、商標をめぐる法令制度による地理的表示の保護を強化するため、意見募集稿では、実施条例第六条の地理的表示に関する規定を修正し、法令に昇格したとともに、「地理的表示の専用権を取得する必要がある場合は、団体商標又は証明商標として登録出願をしなければならない。」（第十六条）と明確に定めた。

（四）商標代理行為の監督強化について
商標代理とは商標代理組織が関連する法律専門知識と経験を基に当事者へサービスを提供する職種で、そのサービスの水準や職業倫理のレベルが依頼人自身の利益につながるのはもちろん、商標登録・審査機構による作業の質や効率にも影響を与えている。意見募集稿では、依頼人の適法な権益を確保するため、商標代理について、「商標代理組織は法律や行政法規を遵守し、被代理人の委託に基づいて商標登録出願又はその他の商標業務を行わなければならず、被代理人の利益に損害を与えてはならない。」と原則を定め、さらに、「各クラスの工商行政管理部門は商標代理業者に対する監督管理を強化しなければならない。」と要求している（第十八条）。
（五）国内外の商標出願人のためによりよいサービスを提供しながら、国際水準の実現を図ることについて
「サービス型政府の建設」要求の実務化や、国内外の商標出願人に対するよりよいサービス提供を目指しながら、商標登録出願手続の簡潔化、出願人に便宜を図る面での諸国の先進事例や手段を参考にしたうえで、意見募集稿では、商標局が1商標で複数区分の出願を適時受理することができる（第二十条）と新たに定め、一定の要件において出願人の出願撤回請求を許可し（第二十五条）、電子手段による出願を許可する (第二十三条) と明確に定め、審査意見書制度（第二十九条）を追加し、一部拒絶を許可する（第三十条）と明確にし、出願の譲渡および商標使用許諾手続等の簡潔化（第四十条、第四十二条）などの内容を通じて、当事者に一層の便宜を図り、国内外の出願人のためによりよいサービスの提供を目指している。

また、国外では、音声や香り、単色の色彩等新型商標の登録・保護も、発展の傾向になりつつある。経済の成長にともない、中国にもこうした新型商標の保護に対する需要は出てきている。しかし、こうした種類の商標出願を受理するには、審査の技術等各分野での準備が必要であることを踏まえたうえ、草稿ではただ、今後当該種類の出願の受理に対する法的根拠を提供するための原則を定めた（第八条）。  

（六）説明を要するほかの状況
　1、商標戦略実施の要求の取り入れ
中国では経済の発展にともない、重要な知的財産権としての商標は日増しに重要視されてきている。昨年、国務院は「国家知的財産権戦略要綱」において、企業による商標戦略の実施、経済活動における自主商標の使用を支持し、商標の含意の充実と商標付加価値の拡大を指導して、知的財産権の行政管理の強化により、イノベーション型国家を積極的に構築していくと明確に要求している。こういった神髄を取り入れるため、意見募集稿では総則第一条の修正に、「商標に関する知的財産権戦略を実施」、「イノベーション型国家を建設」を商標法の立法趣旨の一つとしたことで、社会主義の市場経済の発展促進やイノベーション型国家の構築における商標の重要な役割を一層明確にし、工商行政管理部門による商標育成・発展のための取り組みに明確な法的根拠を確立している（第一条）。
2、悪意のある商標登録の制止規定の整備化
現下、誠実信用原則の違反や、悪意による商標登録などの問題を解決するため、意見募集稿では、誠実信用原則の該当内容を総則に追加し（第九条）、馳名商標の保護の規定を修正し（第十三条）、馳名商標の定義を追加し（第十四条）、さらには、現行法第三十一条における、他人が先に使用し、一定の影響力のあるような商標への保護を保留したと同時に、他人が先に登録しており、強い顕著性を持ちかつ一定の影響力のある商標を悪意で剽窃し、同一でない又は類似もしない商品を指定して登録するような行為を禁止するとの内容を追加している（第三十四条）。

3、馳名商標の認定の適正化
馳名商標の認定の適正化を図るため、意見募集稿では、馳名商標が虚偽材料の提供、又はその他不正手段によって認定を獲得した、又は商標の馳名を認定する要素に重大な変化が生じ不良な社会的影響又は結果をもたらした場合、当該商標を引き続き馳名商標として保護しない（第五十三条）と規定してあって、具体的な内容を総局5号令において定めることができる。

4、地方工商行政管理部門が、法に基づいた著名商標の認定・保護の実施ができることの明確化
現在、多数の省や自治区、直轄市では、地方法規又は規則の制定によって、著名商標の認定と保護に取り組み、各地方の商標戦略の実施を強力に促進している。こういった各地で行われる作業に対して、明確な法的地位を確立するため、意見募集稿では、省クラス工商行政管理部門が地方法規や規則に従って著名商標の認定・保護を実施することができると定めている（第五十三条）。
以上をもって説明を終了した。
以上
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